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令和７年度第１回唐津市行政改革推進会議 次第 令和７年８月２９日（金）
１０：００～

１ 開会

２ 委員の紹介

３ 会長及び副会長の選任について

４ 議題
(1) 前回の会議結果の確認について 【Ｐ.２】

(2) 新たな行財政改革プラン（仮称）の具体的取組み、指標等について 【Ｐ.３～１０】

(3) 新たな行政評価の取組状況について 【Ｐ.１１～１８】

(4) 公共施設の使用料の見直しについて 【Ｐ.１９～２２】

(5) 市民センターのあり方検討について 【Ｐ.２３】

５ 今後の予定
・令和７年１１月 第２回唐津市行政改革推進会議
・令和８年 ２月 第３回唐津市行政改革推進会議

６ 閉会
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（紹介）行政マネジメント課について

令和７年４月１日付け機構改革について

○部の再編
「政策部、総務部、財務部」を「総合政策部、総務部」に再編

政策部

総務部

財務部

総合政策部

総務部

○課の再編
・行政改革課を「行政マネジメント課」に改称
・行政マネジメント課にＤＸ推進室を係として再編
・財務部公共施設再編・資産活用課の公共施設再編係の業務を移管

政策部
行政改革課 行政改革係

ＤＸ推進室 ＤＸ推進係

財務部 公共施設再編・資産活用課 公共施設再編係

総合政策部 行政マネジメント課

行政改革係

ＤＸ推進係

公共施設再編係
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（１）前回の会議結果の確認について

令和６年度第２回唐津市行政改革推進会議（令和7年3月21日開催）の議題と主な意見

(1) 庶務事務等の見直し状況報告について（物品契約事務の改善）
〇今までの工程の多さに驚いた。これから職員数を減らしていく計画があることも踏まえ、この他にも効率化
できるものは工夫をして取り組んでもらいたい。

(2) 公民館のあり方検討について
○他自治体にはレンタルルームなど多種多様な活動ができる場所が多くあるが、唐津市は少ない。利用制限を
緩和していただき、様々な方々が活用できる場所になるよう検討していただきたい。

○住民が望む場所となるよう、関係部署が複数あると思うが、プロジェクトチームを作るなど、しっかり連携
をして検討を進めていただきたい。

(3) 行財政改革２０２５（仮称）について（項目等の確認）
○人件費の抑制は難しい面もあると思うが、他の数値目標も含め定員管理計画、財政計画に沿って取り組んで
いただきたい。

○今後事務事業評価を取り入れ事業の見直しを図り、経費抑制に取り組むと思うが、歳出の抑制だけに限らず、
見通しが難しいボートレース事業の収益、ふるさと寄附金をまずはどう維持していくか、また企業誘致も含
めて、歳入面についても考慮してはどうか。

(4) 市民センターのあり方について
〇地域によって様々事情はあるだろうが、合併から２０年経った今、統廃合をするというような大胆な考えを
前提に話を進めないといけない時期である。

○郵便局やコンビニでの住民票等の交付、そして移動市役所も導入してあるので、そういったものを活用し、
統廃合を進めないといけない。
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（２）「新たな行財政改革プラン（仮称）」案について

計画の位置づけ

新たな行財政改革プラン（仮称）は、
第３次唐津市総合計画の前期基本計画に基づき、
「唐津市定員管理計画」、「唐津市財政計画」などの計画と
連携しながら推進していくための計画

※終期は、第３次唐津市総合計画前期基本計画に合わせて令和１１年度（２０２９年度）までとする。

・第３次唐津市総合計画や、令和７年２月に示された行財政改革の基礎となる定員管理計画及び
財政計画を踏まえ、令和７年度に新たな行財政改革プラン（仮称）を策定するもの。

計画の策定時期



4

計画の基本理念

◎持続可能な行政経営の基盤づくりと将来に向けた改革

・合併から２０年。これから市民センターのあり方、公共施設の再編、行政事務事業評価の見直し
持続可能な財政運営をどうしていくか多くの課題を抱えている。

・唐津市は本当に改革していかなければいけない時期、かつ変革しようとしているタイミング

重点項目の設定

※令和６年度の行政改革推進会議において、「計画には重点的にすべき明確な目標を示すべき」との
意見のもと行政改革の重点課題を検討し項目を選定

市民センターの組織体制の整備

◎重点３項目

総人件費の抑制(適正な定員管理) 財源投入適正化
1 2 3

新たな行財政改革プラン（仮称）の基本理念と取組項目
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重点項目 考え方

１ 市民センター組織体制の整備

合併から２０年経った現在でも旧町村時代の役場が残ったまま。
今まで各市民センターの今後の方向性はあったものの曖昧に
なってしまっていた。令和７年１２月までに方針を固めること
としており、この計画で明確に定め、遂行する必要がある。

２ 総人件費の抑制（適正な定員管理）

新たな定員管理計画では、令和８年度以降、毎年度、約3,000
万円から約7,000万円の減額を見込んでいる。総人件費の抑制
の観点も含めて、行政サービスの維持・向上を念頭に、行政需
要の動向と財政状況とのバランスを考慮しながら、適正な定員
管理を行っていく必要がある。

３ 財源投入の適正化

経常経費と投資的経費を抑制をすることは当然であるが、物価
高や人件費高騰の影響により一般財源が圧迫している状況であ
る。高率の交付税措置があるものを優先して活用するなど後年
度の財政負担を軽減するため、先々の実質公債費率及び純借入
残高を試算しながら市債借入の抑制をしていく必要がある。

重点項目の考え方
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具体的取組

取組名 考え方

① 人材育成と意識改革
より効率の良い事務処理、低コストで質の高いサービスや施策の実施方
法の検討など、人材育成を通して、職員の生産性を高めていく必要性が
あり、人材育成の推進と職員・組織の意識改革を進めていく。

② 組織機構の適正化
行政が効果的かつ効率的に事務事業を処理するために、政策目標に対応
できる体制構築と適正な職員規模については常に検討が必要で、今後の
行政需要の動向等を勘案した組織機構の適正化を図っていく。

③ 行政DXの推進
行政のデジタル化の推進を取り組んできた。次はデジタル技術を活用し
市民サービスの向上、業務効率化や生産性向上に重点を置き、改革を進
めていく。
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取組名 考え方

➃ 行政評価の推進
すべての事務事業についてPDCAサイクルに基づいて、それぞれ目的、
意図、手段から妥当性、有効性、効率性を評価し、事務事業の見直し
（スクラップアンドビルド）を行っていく。

➄ 補助金・第三セクターの見直し
時代と社会の実情に合った支援のあり方か意義がどうなのか、市の関
与のあり方を確認、検証を行い、適正化を図っていく。

⑥ 公共施設のあり方の検討
公共施設再配置計画での短期計画期間（実行プラン）が令和９年度で
あるため、その状況確認と、今後の公共施設のあり方について検討を
行っていく。

具体的取組
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取組名 考え方

⑦ 業務改善・業務改革
職員ひとりひとりの提案や行政考査委員会による調査・研究などによ
り、庶務事務の集約化、定型事務の合理化や簡素化を図るとともに、
業務改革（ＢＰＲ）を推進していく。

⑧ 歳入増加の取組み
財政計画を踏まえ、歳出の抑制だけではなく、税源の涵養（企業誘致
ほか）、受益者負担の適正化（公共施設使用料の見直しほか）、収納
率の向上（債権管理の強化ほか）など歳入増加の取組みを行っていく。

具体的取組 ※NEW
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新たな行財政改革プラン（仮称）の指標（案）

指標 具体的取組

研修受講率 ①人材育成と意識改革

受講者アンケートによる貢献度調査 ①人材育成と意識改革

職員の満足度調査 ②組織機構の適正化

電子化された行政手続きの数 ➂行政ＤＸの推進

ペーパーレス化の進捗 ➂行政ＤＸの推進

縮小・廃止事業数－新規・拡大事業数 ④行政評価の推進

補助金・第三セクター見直し件数 ⑤補助金・第三セクターの見直し

公共建築物の保有量（保有面積）削減 ⑥公共施設のあり方の検討

行政考査での業務改善検討実施数 ⑦業務改善・業務改革

普通財産の売却数 ⑧歳入増加の取組み

企業誘致件数 ⑨歳入増加の取組み

本プランは「実効性を持たせる計画」とするため、
具体的な数値目標を示す。

指標（案）
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【参考】定員管理計画（及び特定事業主計画）と財政計画の数値目標

指標 基準（令和６年度） 目標（令和１１年度）

経常収支比率 ８９．４％ ９０．０％以下

実質公債費比率 １４．４％ １３．０％未満

４つの基金残高 ８０．５億円 １００億円以上

指標 基準（令和６年度） 目標（令和１１年度）

常勤職員数 １，３２５人 １，２７４人

会計年度任用職員数 ８８４人 ７６２人

給与費 １２，１９４百万円 １２，００３百万円

定員管理計画

財政計画

市民センターの組織体制の整備

総人件費の抑制(適正な定員管理)

財源投入適正化

1

2

3

特定事業主計画

指標 基準（令和５年度） 目標（令和１６年度）

職員一人当たりの
１年間の時間外勤務
時間

１００時間 ９０時間
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（３）新たな行政評価の取組み ～事務事業評価・施策評価の流れ～
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新たな行政評価の取り組み

１ 目 的 ・個別の事務事業により提供されている行政サービスを事業目的の妥当性、有効性、効率性など
の観点から、継続的に評価することにより、行政運営の効率化、限られた資源（人材・財源等）
の有効活用及び職員の意識改革などを図る。
（スクラップ＆ビルドの原則の徹底による効率的な行財政運営を目指す。）

２ 特 徴 ・唐津市総合計画の進捗管理にとどまっていた評価（施策単位のみの評価）から、各事務事業が
当初期待したとおりの成果となっているか、効果は何かという視点から事務事業を検証・評価
するため事務事業評価を新たに導入した。

・基本的に評価対象は、前年度の実績とするが、次年度予算にも反映するため、「（今年度の）
事中評価」も重視する。
（事後評価のみだと１年のタイムラグが発生するため、事中評価を導入）

３ 対象事業 ・Ｒ７年度は試行とし評価対象を絞って実施
・評価対象は、Ｒ６年度の施策経費のうち市費単独事業や補助金事業など２０１事業とした。
・また、今年度新規事業と次年度新規検討事業を評価対象に加えた。

４ 施策評価 ・第３次総合計画基本施策単位で行う。今年度までの結果等を相対的に評価
（相対評価） ・相対評価する際には基本施策を構成する事務事業の優先度を判断する。

※各担当課で縮小・廃止できる事業を判断
また、行政マネジメント課が各課ヒアリングを行い、その結果により追加で見直し事業を抽出
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新たな行政評価の取り組み

５ 庁内審議委員会 メンバー：両副市長
総合政策部長（総合計画、機構・事業改善、予算編成）、総務部長（人事）

主な対象：各部の評価等の結果、「▲（縮小・廃止）」と判断した事業と次年度新規事業

６ 市長報告 主な対象：庁内審議委員会の結果、「▲（縮小・廃止）」と判断した事業と次年度新規事業

７ 結果の公表 第２回又は第３回行政改革推進会議において意見聴取後、意見とともに、
事務事業評価シートと施策評価シートを公表予定
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新たな行政評価の取り組み（事務事業評価シート）

各事務事業で
活動指標と
成果指標を設定し、
期待通りの成果、
効果があがっているか
管理をしていく。

※第２次総合計画の
施策進捗管理での
指標については、
活動指標と成果指標が
混同していた。
（指摘もあった）
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新たな行政評価の取り組み（事務事業評価シート）

妥当性
有効性
効率性
この３つの観点で
事業の分析・検証を
担当者が実施する。

この分析・検証を
踏まえて
評価者（課長）は
方針（方向性）を
示す
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新たな行政評価の取り組み（施策評価シート）

総合計画の基本施策を構成する
事業で相対評価を実施

課長、部長、庁内審議会の順に
事業を比べてみて優先度を決める。 ▲が縮小・廃止

優先度
次年度の方向性
予算・関与職員

新規事業
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新たな行政評価の取り組み（施策評価詳細シート）

第３次総合計画の単位施策
数値目標の進捗管理

施策評価シートにおいて
優先度、次年度の方向性
（予算・関与職員）を
課長、部長それぞれ
判断した理由を記載
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第３次唐津市総合計画の施策体系

基本目標

基本施策

単位施策

事務事業

めざすまちの姿の実現に向けた基本的な
方向性（５項目）

基本目標を推進するための基本的な方向性
（２５項目）

基本施策の課題解決に向けて計画期間中に
取り組む施策（６８項目）

単位施策を実現するための具体的な手段

基本構想

基本計画

予算事業

総合計画の体系

市長公約

市長公約事業も事務事業評価と施策評価を実施
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（４）公共施設の使用料の見直しについて（令和４年１１月２４日の記者会見資料より）

市民の皆さんの負担の公平性を確保するため、使用料を見直します

【見直しの考え方】

 算定方法の明確化（透明性の確保）

市民交流プラザ、厳木温泉佐用姫の湯、肥前文化会館、相知交流文化センター、

鳴神温泉ななのゆ、ひれふりランド、浜玉町世代間交流センター、肥前町福祉

センター、高齢者ふれあい会館、七山鳴神の丘ふれあい館、肥前農産物加工施

設、呼子交流促進施設、浜玉農山村改善センター、農漁民センター、呼子台場

都市漁村交流施設、水産会館、都市公園、体育施設、公民館、都市コミュニ

ティセンター、厳木コミュニティセンター、近代図書館

 負担の公平化（受益者負担の原則）

使用料 ＝ 原価 × 受益者負担割合
(維持運営管理費)

市場的

非市場的

選択的必需的

公共性 強
公費負担 100

公共性 弱
公費負担 0

受益者負担
１００

受益者負担
７５

受益者負担
５０

受益者負担
７５

受益者負担
５０

受益者負担
２５

受益者負担
５０

受益者負担
２５

受益者負担
０

必需性強 弱

弱

強

市
場
性

公園

観光施設

【令和５年４月から使用料改正した主な施設】
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公共施設の使用料の見直しについて

◎令和４年３月「公共施設の使用料適正化に関する方針」策定

・令和５年４月に使用料改定

・使用料改定を行ったのは、対象２０５施設のうち、１０２施設

・使用料は方針により、４年ごとに見直し（算定）を行い、必要に応じて使用料の改定を行う。

⇒ 令和９年４月改定に向け見直しの作業を進めている。

◎使用料改定の背景・目的

・使用料はサービスの対価としての負担（受益者負担）であるが、使用料設定は過去の経緯や近隣

自治体の類似施設等の事例を参考に設定していたことが実情

・そのため、使用料収入のみで施設運営等に必要な費用の全てを得ることは難しく、不足分は施設を

利用しない人も間接的に費用を負担しているということで不公平が生じている。

・公共施設の使用料の負担の公平性を確保するため、統一的なルールのもと、使用料の適正化と透明

化を進める。

・社会情勢や財政状況等への対応、利用者や事務手続きの混乱を避けるという観点から原則４年ごと

に見直しを行うものとしている。
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公共施設の使用料の見直しについて（方針の内容）

１ 見直しの考え方

公共施設の使用料の見直しは、次の３つを基本方針として行います。

(1) 負担の公平化（受益者負担の原則）

・施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性を確保するため、施設を利用する方（受益者）が相応の

費用を負担する「受益者負担の原則」に基づき見直しを行う。

(2) 算定方法の明確化（透明性の確保）

・使用料の算定方法（算定に用いる数値・費用、計算式等）を明確にし、同種・同類の施設については、原則

として、すべて同じ算定方法によって使用料を算定する。

(3) 減免適用の厳正化

・使用料の減免は、真にやむを得ない特別な事由がある場合に限られる特別な措置であることを踏まえて、

その適用に当たっては、負担の公平性（受益者負担の原則）を損なうことのないよう、公正に取り扱う。

２ 対象施設

原則として全ての公共施設の使用料を見直しの対象とし、新たに設定する使用料についても本方針に基づいて

検討を行う。



22

公共施設の使用料の見直しについて（方針の内容）

３ 激変緩和措置等

・算定方法により算定した使用料が、現行の使用料を大幅に上回ることになれば、施設利用者にとって

大きな負担となり、これにより施設の利用者が激減するという事態が発生することも考えられる。

・逆に、現行の使用料を大幅に下回ることになれば、近隣自治体や民営の施設との不均衡が生じ、利用

者の混乱を招く恐れもある。

・このため、使用料の改定に当たっては、改定後の使用料が急激に変化することがないよう、改定に

より大幅な増額となる場合は、改定前の１．５倍を限度とする。

例：改正前使用料 ５００円 算定結果：１，５００円

方針による激変緩和措置により使用料を５００円×１．５＝７５０円とする。

４ 基本方針の見直し

消費税率の改正など社会情勢の変化により、基本方針に見直しの必要が生じた場合には、その都度

見直しを行う。
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（５）市民センターのあり方について

検討について

令和７年度中に市民センター全体の方向性を示す

令和７年４月からの組織機構について

市民センター産業・教育課業務を、本庁所管課へ

市民センター（現行）

総務・福祉課

産業・教育課

市民センター（改正）

地域支援グループ

—


